
事 務 連 絡  

  令和８年（2026年）６月 16日  

 

市内生活介護事業所 管理者 様 

 

横須賀市民生局福祉こども部障害福祉課  

 

   通所自立支援加算の創設及び送迎加算の見直しなどについて（通知） 

 

 日頃より本市の障害福祉行政の推進にご協力いただき、感謝申し上げます。 

 新たに令和８年度から市内の生活介護事業所において、居宅等と事業所間の移動につ

いて、障害者が自立して通所が可能となるよう職員が付き添って計画的に通所自立支援

を行った場合、市独自の補助制度を始めます。あわせて、市独自の送迎加算の単価や条

件を見直しました。 

 なお、詳細については、下記の内容及び要綱をご確認頂きますよう、お願いいたしま

す。また、請求方法については、かながわシステムによる対応となります。ご不明な点

がございましたら、担当までご連絡ください。 

 

記 

 

１ 通所自立支援加算（サービスコード：221905） 

 国の放課後等デイサービスの通所自立支援加算と同様の要件となります。具体的には、

以下のとおりです。 

 

①事業所と居宅等の間の移動について、職員が同行し、通所自立支援のための助言援助

等を行うこと 

②公共交通機関等の利用又は徒歩であること 

③あらかじめ本人、ご家族の意向を確認し、本人等の同意を得た上で、支援の            

実施及び個別に配慮すべき事項その他の支援を安全かつ円滑に実施する上で必要            

となる事項を個別支援計画に位置付けること 

④支援記録を作成すること 

⑤同行する職員の交通費等（公共交通機関等による付き添いの際の交通費等）について

は事業所の負担とし、利用者に負担させることは認められないこと 

なお、利用の上限については、支援開始から 180日以内の算定期間で、かつ支援回数

は 100回までとなります。 



 また、当加算を算定するにあたり、通所自立支援加算届出書の提出及び支援の終了時

に、通所自立支援加算実施報告書の提出が必要です。 

 

２ 送迎加算（サービスコード：221903もしくは 221904） 

 国の送迎加算を算定している場合は算定の対象となります。送迎加算Ⅱについては、

送迎の実施１回（片道）につき 270円。さらに、前年度の国の送迎加算利用者の割合が

70％以上の場合（送迎加算Ⅰ）については、送迎の実施１回（片道）につき 570円。 

送迎加算Ⅰを算定するにあたり、７月 31 日までに送迎加算届出書を提出された場合

は、令和８年４月提供分から遡及して請求を認めます。なお、送迎加算Ⅱを算定する場

合は送迎加算届出書の提出は不要です。 

また、令和８年８月以降に提出された場合については、原則、申請月からの適用とな

りますので、ご注意ください。 

 

３ その他 

 一部の事業者では、かながわシステムの請求情報作成ツール等への取り込みがされて

おらず、サービスコード等の内容が反映されていないため、以前の単位数のまま請求を

行っている事業者が散見されます。 

 本市より確認のご連絡もしますが、最新の情報に更新されているか、今一度確認をお

願いいたします。 

 すでに送迎加算Ⅰの請求を行っている事業者につきましては、算定要件を満たしてい

ないことが確認できた場合、過誤の手続きをご案内させて頂きますので、ご承知おきく

ださい。 

 なお、今までご提出を頂いていた「送迎サービス・入浴サービス利用者名簿」、「障害

福祉サービス 送迎・入浴サービス利用申告」、「送迎サービス提供実績記録票」の提出

は、今後、不要いたします。 

 

 

 

【事務担当】 

障害福祉課 給付・施設担当  

電話 046-822-9488 


